
 

事業概略書 

事 業 名 発達障害のある人の障害者自立支援法のサービス利用実態に関する調査 

事 業 目 的 

本事業は、平成 22 年 12 月の障害者自立支援法改正後のサービス

申請等の変化の調査に加え、発達障害のある人をその行動障害や非

社会的状態等との関係から類型化し、福祉サービスの利用実態や、

発達障害者支援センターに対する期待などについて全国の市町村調

査や保護者調査、事業所職員の調査等を実施することにより、新た

な施策立案のための基礎資料を提供し、発達障害のある人のための

障害者自立支援法のサービスの在り方の検討に資することを目的と

する。 

事 業 概 要 

次の４つの課題を置き、事業を推進した。 

①全国における発達障害のある人の福祉サービス（市区町村調査）

②発達障害のある人の福祉サービスの利用実態（保護者調査） 

③発達障害者支援センターにおける相談（千葉県）  

④障害者施設（事業所）の実態と動向 

事業実施結果 

及び効果 

市区町村が法改正を周知してない実態が明らかになった。国民に

とって重要な情報の周知を図るためには、国と関係機関が連携して

当事者に確実に情報が届くよう、たとえばマスコミの活用など効果

的な方法を複層的に検討する必要性のあることを指摘した。 

発達障害のある人、特に強度行動障害や非社会的な状態にある人

の支援について、１）サービスの利便性の向上や、２）サービス体

制の充実、３）二次障害への対応 、４）予算的な裏付け、５）国

民への周知、理解啓発の推進、６）発達障害者センターや相談支援

に関して、市区町村及び保護者の実態とニーズを明らかにした。 

これらは、発達障害のある人のための支援や発達障害者支援センタ

ーのあり方に関する貴重なデータとして、新たな施策のための基礎資料

としての活用が期待される。 
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